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令和７年５月21日発行

　「屋根が破損している｡」や「無料点検します｡」と話しを持ちかけ
不安をあおり、不要な修理をさせたり、法外な請求をしたり、または
「不用品を買取る｡」と言って、大切な思い出の品を安く買い叩く悪
質訪問業者によって、だまされる被害が増えています。

 
 ①　必要がない場合は、ハッキリと断る！ 

　 《あなたのハッキリした態度が必要です!》 
 ②　ドアを開けず、インターホンで対応！

　 《面と向かって断るのは難しいことです》 
 ③　その場で契約(約束)は厳禁！

   《取消しには、時間を要します》 
 ④　帰らない時は、三崎署又は110番通報！

　 《目の前で電話をするのは難しいので、②の徹底を！》

被害にあわないためには・・・

三崎署HP二次元コード


